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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
(注)  １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。 

 ２  売上高には、消費税等は含まれておりません。 

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第３期

第２四半期 
連結累計期間

第４期
第２四半期 
連結累計期間

第３期
第２四半期 
連結会計期間

第４期 
第２四半期 
連結会計期間

第３期

会計期間

自  平成21年
    ３月１日 
至  平成21年 
    ８月31日

自  平成22年
    ３月１日 
至  平成22年 
    ８月31日

自  平成21年
    ６月１日 
至  平成21年 
    ８月31日

自  平成22年 
    ６月１日 
至  平成22年 
    ８月31日

自  平成21年
    ３月１日 
至  平成22年 
    ２月28日

売上高 (百万円) 479,829 466,612 245,128 239,658 982,533 

経常利益 (百万円) 7,861 8,217 4,711 4,584 19,966 

四半期(当期)純利益 (百万円) 3,133 3,671 1,391 1,794 8,167 

純資産額 (百万円) ─ ─ 318,708 323,283 323,506 

総資産額 (百万円) ─ ─ 782,207 778,185 804,534 

１株当たり純資産額 (円) ─ ─ 586.51 594.13 594.89 

１株当たり四半期 
(当期)純利益 

(円) 5.93 6.94 2.63 3.39 15.45 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

(円) 5.93 6.94 2.63 3.39 15.45 

自己資本比率 (％) ─ ─ 39.6 40.4 39.1 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 6,456 8,387 ─ ─ 22,996 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △20,076 △4,339 ─ ─ △40,879

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 12,905 △16,638 ─ ─ 29,212 

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) ─ ─ 31,482 30,895 43,515 

従業員数 (名) ─ ─ 8,787 8,077 8,393 
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当第２四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容に重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

(1) 連結会社の状況 

 
(注)   １  従業員数は就業人員であります。 

  ２  従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の当第２四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

 
(注)   １  従業員数は就業人員であります。 

  ２  従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の当第２四半期会計期間の平均雇用人員であります。 

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

 平成22年８月31日現在

従業員数(名) 8,077 
〔6,578〕

 平成22年８月31日現在

従業員数(名) 76 
〔3〕
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第２ 【事業の状況】 

(1) 生産実績 

当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 
  

 
(注) １  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２  上記以外の事業の種類別セグメントについては該当事項はありません。 

  
(2) 受注実績 

当第２四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 
  

 
(注) １  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２  上記以外の事業の種類別セグメントについては該当事項はありません。 

  
(3) 販売実績 

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 

   

(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

１ 【生産、受注及び販売の状況】

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

その他事業 127 72.1 

合計 127 72.1 

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同四半期比(％)

その他事業 6,388 155.3 

合計 6,388 155.3 

事業の種類別セグメント 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

百貨店業 186,240 98.5 

スーパーマーケット業 29,488 96.2 

卸売業 13,547 79.0 

その他事業 23,926 122.0 

計 253,203 98.7 

消去 △13,544 118.3 

合計 239,658 97.8 

２ 【事業等のリスク】
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当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

(1) 経営成績の分析 

当第２四半期連結会計期間（平成22年６月１日～平成22年８月31日）の日本経済は、企業収益が改善す

るなど持ち直しの動きが見られましたが、デフレが継続するなか、所得・雇用環境は依然として厳しく、

また円高による先行き不透明感も広がるなど、力強さに欠ける状況で推移いたしました。 

百貨店業界では、業種・業態間の熾烈な競争や消費者の節約志向の高まりに加えて、株価下落の影響も

あり高額品の不振が続くなど、売上高は前年実績を下回る状況で推移いたしました。 

このような状況下、当社グループは、百貨店事業の再生を目指した「新百貨店モデル」の早期確立に取

り組むとともに、グループの持続的な成長実現に向け、既存事業の見直し・強化、ウェブ通販事業など成

長分野への取り組み強化を図りました。 

加えて、将来の経営基盤強化を図るため、来春オープンに向け最終段階に入っている大丸梅田店増床計

画を着実に推進したほか、大丸東京店増床計画、銀座六丁目地区再開発計画などに取り組みました。一

方、ＪＲ名古屋駅前の再開発計画に伴い、松坂屋名古屋駅店を８月29日に営業終了いたしました。 

また、百貨店をはじめとするグループの事業構造変革に伴う組織・要員のスリム化などを推進し人的生

産性の向上を図るとともに、要員の再配置などによる外部委託業務の内製化や、発注・経費管理のグルー

プ一元化をさらに強化し、あらゆる経費の効率化と削減を図りました。 

以上のような諸施策に取り組みました結果、当第２四半期連結会計期間の連結業績は、売上高は、前年

同四半期と比べ２．２％減の２，３９６億５８百万円となりましたが、損益面では、販売費及び一般管理

費の圧縮により、営業利益は１０．１％増の４２億８２百万円、経常利益は２．７％減の４５億８４百万

円、四半期純利益は２９．０％増の１７億９４百万円となりました。 

なお、中間配当につきましては、１株につき３円５０銭とさせていただきました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

①百貨店業 

当事業では、３月の大丸と松坂屋の合併を機に、これまで取り組んできた、強い競争力と高い収益力

を持った新しい百貨店業態への転換を目指した「新百貨店モデル」確立の取り組みをさらに加速いたし

ました。 

商品政策では、マーケット変化への適応と対象マーケットの拡大を進めるべく、今までの対象顧客

層・商品構成・価格構成の見直しを実施し、カジュアル化や節約志向などの消費トレンドへの対応に取

り組みました。 

固定客の拡大に向けては、「さくらパンダカード」の発行などにより、新規のカード会員開拓に積極

的に取り組むとともに、タイムリーな情報提供が可能な携帯メールを今後の重要なコミュニケーション

ツールとして位置づけ、メール会員の拡大にも取り組みました。 

業務運営では、売場運営を「ショップ運営」と「自主運営」の２つに区分し、それぞれの特性に合っ

たオペレーションシステムの確立とそれに基づく要員配置、人材育成などに取り組み、今まで以上に生

産性の高い店舗運営が可能となりました。 

３ 【経営上の重要な契約等】

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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以上のような取り組みに加え、話題性の高い販売促進活動を実施いたしました結果、当事業の売上高

は、大丸心斎橋店「北館」効果や松坂屋名古屋駅店の閉店セールが寄与いたしましたが、大丸梅田店増

床工事に伴う売場縮小の影響などにより、前年同四半期と比べ１．５％減の１，８６２億４０百万円と

なりました。一方、営業利益はオペレーションの効率化により販売費及び一般管理費の削減が進んだ結

果、２５．３％増の２９億３５百万円となりました。 

  

②スーパーマーケット業 

誕生50周年を迎えたピーコックストアは、高質な食生活を提案するスーパーマーケットを目指し、食

の安全・安心に値ごろ感を加味した生活必需品の拡充に取り組みました。特に、素材・作り方や適量に

こだわったオリジナル商品の開発に加え、誕生記念セールでの限定企画商品の提供など、消費者の節約

志向に対応した品揃えを強化いたしました。 

また、地域ごとのマーケット変化に対応するため、上池台店の店舗改装を実施するなど、品揃えはも

とより、見やすく買いやすい売場づくりや新たなサービスの充実に取り組みました。 

運営面では、店舗業務の効率化と物流のトータルコストを低減させるため、首都圏・関西地区とも

６月に新物流センターを開設するなど、全社を挙げてオペレーション改革に取り組みました。 

以上のような施策に取り組みましたが、既存店における競合激化や店舗閉鎖による影響などから、当

事業の売上高は前年同四半期と比べ３．８％減の２９４億８８百万円、営業利益は３０．１％減の１億

７０百万円となりました。 

  

③卸売業 

大丸興業は、金属樹脂加工品や食品分野で、海外拠点を活用した新規商材の開発に取り組み、新たな

販路を開拓いたしましたが、商況全体では市場環境が依然厳しく、売上高は前年同四半期と比べ

２１．０％減の１３５億４７百万円、営業利益は５０．６％減の３億８７百万円となりました。 

  

④その他事業 

その他事業では、首都圏の営業強化で内装受注が回復基調にあるＪ.フロント建装や、「さくらパン

ダカード」の新規会員数が着実に伸びているＪＦＲカードの増収増益もあり、売上高は前年同四半期と

比べ２２．０％増の２３９億２６百万円、営業利益は１２２．５％増の１１億８５百万円となりまし

た。 

  

(2) 財政状態の分析 

当第２四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ２６３億４９百万円減少し、

７，７８１億８５百万円となりました。これは主に借入金の返済により現金及び預金が減少したことによ

るものです。負債は、前連結会計年度末に比べ２６１億２７百万円減少し、４，５４９億１百万円となり

ました。これは主に借入金が減少したことによるものです。純資産は、前連結会計年度末に比べ２億

２３百万円減少し、３，２３２億８３百万円となりました。 
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(3) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは主

にたな卸資産の減少により１０４億８百万円の収入となり、前年同四半期に比べ５３億７百万円収入が増

加しております。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産の取得による支出４１億２４百万円により２９億

３５百万円の支出となり、前年同四半期に比べ３０億２９百万円支出が増加しております。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の増加により５８億３百万円の収入となり、前年同

四半期に比べ１６億８４百万円収入が増加しております。 

以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、第１四半期連結会計期間末に

比べ１３２億４３百万円増の３０８億９５百万円、有利子負債残高は、第１四半期連結会計期間末に比べ

５９億１３百万円増の１，１３１億３８百万円となりました。 

  

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及

び新たに生じた課題はありません。 

  

(5) 研究開発活動 

特記事項はありません。 
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第３ 【設備の状況】 

(1) 主要な設備の状況 

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新

設・除却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設・除却等の計画はあり

ません。 
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注)提出日現在の発行数には、平成22年10月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は含まれておりません。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 2,000,000,000 

計 2,000,000,000 

種類
第２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成22年８月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成22年10月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 536,238,328 536,238,328 

東京証券取引所
(市場第一部) 
大阪証券取引所 
(市場第一部) 
名古屋証券取引所 
(市場第一部) 

単元株式数 
1,000株

計 536,238,328 536,238,328 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】 

新株予約権 

①  平成19年９月３日の株式移転に伴い、株式会社大丸が平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280
条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権に代わるものとして交付したものであります。 

  

 
(注) １  新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,400株である。 

２  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる

株式１株当たりの払込金額に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。 

３  新株予約権の目的となる株式の数及び払込金額は、以下の場合に調整されるものとする。 

①  株式数の調整 

当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整

し、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力

発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総

会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株

式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準

日の翌日に遡及してこれを適用する。 

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項

を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知または公告する。ただし、当該適用の日の

前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

②  行使価額の調整 

当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げる。 

株主総会の特別決議日(平成14年５月23日)

 
第２四半期会計期間末現在

(平成22年８月31日)

新株予約権の数(個) 75 (注１) 

新株予約権のうち 
自己新株予約権の数 

―

新株予約権の目的となる 
株式の種類 

当社普通株式

新株予約権の目的となる 
株式の数(株) 105,000 

新株予約権の行使時の 
払込金額(円) 

１株当たり  404

新株予約権の行使期間 
平成19年９月３日から
平成24年５月23日まで

新株予約権の行使により 
株式を発行する場合の株式の 
発行価格及び資本組入額(円) 

当社普通株式１株の発行価格
404 

当社普通株式１株資本組入額
202 

新株予約権の行使の条件 

１  新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時にお
いても、当社または当社の子会社の取締役、監査役も
しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任
期満了による退任、死亡、定年退職その他正当な理由
のある場合には、その地位喪失の時から２年間に限り
行使できる。 

２  その他、権利行使の条件は当社と新株予約権被付与
者との間で個別に締結する「新株予約権割当契約」に
記載するものとする。 

新株予約権の譲渡に関する 
事項 

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株 
予約権の交付に関する事項 

(注５)

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
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また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会

社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式

に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権

付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通

株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

４  (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従

い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを

切上げるものとする。 

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

５  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

組織再編成における新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点に

おいて残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新

株予約権(以下、「再編成対象会社新株予約権」という。)を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとす

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は再編成対象会社新株予約権を新たに発

行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、

新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るも

のとする。 

(1) 交付する再編成対象会社新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を、それぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

(3) 再編成対象会社新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記３の①に準じて決定する。 

(4) 再編成対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上

調整した再編成行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得

られる金額とする。 

(5) 再編成対象会社新株予約権を行使することができる期間 

組織再編成行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することが

できる期間の満了日までとする。 

(6) 再編成対象会社新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に

関する事項 

上記４に準じて決定する。 

(7) 譲渡による再編成対象会社新株予約権の取得の制限 

譲渡による再編成対象会社新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を

要するものとする。 

(8) その他の再編成対象会社新株予約権の行使の条件 

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込価額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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(注) １  新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,400株である。 

２  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる

株式１株当たりの払込金額に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。 

３  新株予約権の目的となる株式の数及び払込金額は、以下の場合に調整されるものとする。 

①  株式数の調整 

当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整

し、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力

発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総

会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株

式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準

日の翌日に遡及してこれを適用する。 

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項

を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知または公告する。ただし、当該適用の日の

前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

②  行使価額の調整 

当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げる。 

 
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会

社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式

に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権

付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

株主総会の特別決議日(平成15年５月22日)

 
第２四半期会計期間末現在

(平成22年８月31日)

新株予約権の数(個) 50 (注１) 

新株予約権のうち 
自己新株予約権の数 

―

新株予約権の目的となる 
株式の種類 

当社普通株式

新株予約権の目的となる 
株式の数(株) 70,000 

新株予約権の行使時の 
払込金額(円) 

１株当たり  317

新株予約権の行使期間 
平成19年９月３日から
平成25年５月22日まで

新株予約権の行使により 
株式を発行する場合の株式の 
発行価格及び資本組入額(円) 

当社普通株式１株の発行価格
317 

当社普通株式１株の資本組入額
159 

新株予約権の行使の条件 

１  新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時にお
いても、当社または当社の子会社の取締役、監査役、
執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。
ただし、任期満了による退任、死亡、定年退職その他
正当な理由のある場合には、その地位喪失の時から２
年間に限り行使できる。 

２  その他、権利行使の条件は当社と新株予約権被付与
者との間で個別に締結する「新株予約権割当契約」に
記載するものとする。 

新株予約権の譲渡に関する 
事項 

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株 
予約権の交付に関する事項 

(注５)

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
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なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通

株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

４  (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従

い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを

切上げるものとする。 

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

５  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

組織再編成における新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点に

おいて残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新

株予約権(以下、「再編成対象会社新株予約権」という。)を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとす

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は再編成対象会社新株予約権を新たに発

行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、

新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るも

のとする。 

(1) 交付する再編成対象会社新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を、それぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

(3) 再編成対象会社新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記３の①に準じて決定する。 

(4) 再編成対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上

調整した再編成行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得

られる金額とする。 

(5) 再編成対象会社新株予約権を行使することができる期間 

組織再編成行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することが

できる期間の満了日までとする。 

(6) 再編成対象会社新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に

関する事項 

上記４に準じて決定する。 

(7) 譲渡による再編成対象会社新株予約権の取得の制限 

譲渡による再編成対象会社新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を

要するものとする。 

(8) その他の再編成対象会社新株予約権の行使の条件 

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込価額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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(注) １  新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,400株である。 

２  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる

株式１株当たりの払込金額に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。 

３  新株予約権の目的となる株式の数及び払込金額は、以下の場合に調整されるものとする。 

①  株式数の調整 

当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整

し、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力

発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総

会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株

式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準

日の翌日に遡及してこれを適用する。 

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項

を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知または公告する。ただし、当該適用の日の

前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

②  行使価額の調整 

当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げる。 

 
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会

社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式

に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権

付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

株主総会の特別決議日(平成16年５月27日)

 
第２四半期会計期間末現在

(平成22年８月31日)

新株予約権の数(個) 220 (注１) 

新株予約権のうち 
自己新株予約権の数 

―

新株予約権の目的となる 
株式の種類 

当社普通株式

新株予約権の目的となる 
株式の数(株) 308,000 

新株予約権の行使時の 
払込金額(円) 

１株当たり  699

新株予約権の行使期間 
平成19年９月３日から
平成26年５月27日まで

新株予約権の行使により 
株式を発行する場合の株式の 
発行価格及び資本組入額(円) 

当社普通株式１株の発行価格
699 

当社普通株式１株の資本組入額
350 

新株予約権の行使の条件 

１  新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時にお
いても、当社または当社の子会社の取締役、監査役、
執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。
ただし、任期満了による退任、死亡、定年退職その他
正当な理由のある場合には、その地位喪失の時から２
年間に限り行使できる。 

２  その他、権利行使の条件は当社と新株予約権被付与
者との間で個別に締結する「新株予約権割当契約」に
記載するものとする。 

新株予約権の譲渡に関する 
事項 

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株 
予約権の交付に関する事項 

(注５)

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
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なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通

株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

４  (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従

い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを

切上げるものとする。 

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

５  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

組織再編成における新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点に

おいて残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新

株予約権(以下、「再編成対象会社新株予約権」という。)を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとす

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は再編成対象会社新株予約権を新たに発

行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、

新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るも

のとする。 

(1) 交付する再編成対象会社新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を、それぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

(3) 再編成対象会社新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記３の①に準じて決定する。 

(4) 再編成対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上

調整した再編成行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得

られる金額とする。 

(5) 再編成対象会社新株予約権を行使することができる期間 

組織再編成行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することが

できる期間の満了日までとする。 

(6) 再編成対象会社新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に

関する事項 

上記４に準じて決定する。 

(7) 譲渡による再編成対象会社新株予約権の取得の制限 

譲渡による再編成対象会社新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を

要するものとする。 

(8) その他の再編成対象会社新株予約権の行使の条件 

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込価額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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(注) １  新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,400株である。 

２  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる

株式１株当たりの払込金額に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。 

３  新株予約権の目的となる株式の数及び払込金額は、以下の場合に調整されるものとする。 

①  株式数の調整 

当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整

し、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力

発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総

会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株

式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準

日の翌日に遡及してこれを適用する。 

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項

を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知または公告する。ただし、当該適用の日の

前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

②  行使価額の調整 

当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げる。 

 
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会

社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式

に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権

付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

株主総会の特別決議日(平成17年５月26日)

 
第２四半期会計期間末現在

(平成22年８月31日)

新株予約権の数(個) 240 (注１) 

新株予約権のうち 
自己新株予約権の数 

―

新株予約権の目的となる 
株式の種類 

当社普通株式

新株予約権の目的となる 
株式の数(株) 336,000 

新株予約権の行使時の 
払込金額(円) 

１株当たり  691

新株予約権の行使期間 
平成19年９月３日から
平成27年５月26日まで

新株予約権の行使により 
株式を発行する場合の株式の 
発行価格及び資本組入額(円) 

当社普通株式１株の発行価格
691 

当社普通株式１株の資本組入額
345 

新株予約権の行使の条件 

１  新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時にお
いても、当社または当社の子会社の取締役、監査役、
執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。
ただし、任期満了による退任、死亡、定年退職その他
正当な理由のある場合には、その地位喪失の時から２
年間に限り行使できる。 

２  その他、権利行使の条件は当社と新株予約権被付与
者との間で個別に締結する「新株予約権割当契約」に
記載するものとする。 

新株予約権の譲渡に関する 
事項 

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株 
予約権の交付に関する事項 

(注５)

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
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なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通

株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

４  (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従

い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを

切上げるものとする。 

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

５  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

組織再編成における新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点に

おいて残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新

株予約権(以下、「再編成対象会社新株予約権」という。)を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとす

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は再編成対象会社新株予約権を新たに発

行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、

新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るも

のとする。 

(1) 交付する再編成対象会社新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を、それぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

(3) 再編成対象会社新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記３の①に準じて決定する。 

(4) 再編成対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上

調整した再編成行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得

られる金額とする。 

(5) 再編成対象会社新株予約権を行使することができる期間 

組織再編成行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することが

できる期間の満了日までとする。 

(6) 再編成対象会社新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に

関する事項 

上記４に準じて決定する。 

(7) 譲渡による再編成対象会社新株予約権の取得の制限 

譲渡による再編成対象会社新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を

要するものとする。 

(8) その他の再編成対象会社新株予約権の行使の条件 

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込価額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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②  平成19年９月３日の株式移転に伴い、株式会社松坂屋が会社法第236条、第238条、第239条、第

361条第１項第３号及び第387条第１項の規定に基づき発行した新株予約権に代わるものとして交
付したものであります。 

  

 
(注) １  新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整

し、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力

発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総

会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株

式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準

日の翌日に遡及してこれを適用する。 

上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式

数を調整する。 

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項

を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知または公告する。ただし、当該適用の日の

前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

２  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 

３  (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従

い算出される資本均等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを

切上げるものとする。 

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

４  (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び当社子会社の取締役、監査役または執行

役員のいずれかの地位を有するときは、新株予約権を行使できないものとする。 

(2) 新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれの地位をも喪失した日

の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できるものとする。 

(3) 新株予約権者が平成37年７月14日まで当社及び当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれか

の地位を有し、新株予約権を行使することができない場合には、平成37年７月15日から平成38年７月14

日まで新株予約権を行使することができるものとする。 

株主総会の特別決議日(平成18年５月25日)

 
第２四半期会計期間末現在

(平成22年８月31日)

新株予約権の数(個) 38 (注１) 

新株予約権のうち 
自己新株予約権の数 

―

新株予約権の目的となる 
株式の種類 

当社普通株式

新株予約権の目的となる 
株式の数(株) 38,000 

新株予約権の行使時の 
払込金額(円) 

１個当たり  1,000円
(１株当たり１円)(注２)

新株予約権の行使期間 
平成19年９月３日から
平成38年７月14日まで

新株予約権の行使により 
株式を発行する場合の株式の 
発行価格及び資本組入額(円) 

当社普通株式１株の発行価格
1 

当社普通株式１株の資本組入額
(注３) 

新株予約権の行使の条件 (注４)

新株予約権の譲渡に関する 
事項 

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株 
予約権の交付に関する事項 

(注５)

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
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(4) 新株予約権者が、その有する新株予約権を放棄した場合には行使できないものとする。 

５  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

組織再編成における新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前

の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」とい

う。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約

権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交

換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式とする。 

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

新株予約権１個につき、(1)記載の再編成対象会社の株式1,000株を割り当てる。ただし、必要がある場合

には、新株予約権と同様の株式数の調整を行うものとする。 

(3) 新株予約権の権利行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の権利行使に際して出資される財産の価額と同じとする。 

(4) 新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権の権利行使期間と同じとする。 

(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

各種新株予約権を譲渡するときは、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。 

(6) 新株予約権の取得条項 

新株予約権の取得条項は定めない。 

(7) その他の新株予約権の行使の条件 

新株予約権と同じとする。 
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③  平成19年９月３日の株式移転に伴い、株式会社松坂屋が会社法第236条、第238条及び第239条の

規定に基づき発行した新株予約権に代わるものとして交付したものであります。 
  

 
(注) １  新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は

株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効

力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主

総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を

株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基

準日の翌日に遡及してこれを適用する。 

また、当社が資本金の額の減少を行う場合等、当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむ

を得ない事由が生じたときは、資本金の額の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で当該新株予約権に

係る付与株式数を調整する。 

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項

を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知または公告する。ただし、当該適用の日の

前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

２  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる

株式１株当たりの払込金額に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。 

３  新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により

行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会

社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一

部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、

「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第５条第２項の規定に基づく自己株式の譲

渡、当社普通株式に転換される証券もしくは転換される証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約

権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価

額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

株主総会の特別決議日(平成18年５月25日)

 
当第２四半期会計期間末現在

(平成22年８月31日)

新株予約権の数(個) 300 (注１) 

新株予約権のうち 
自己新株予約権の数 

―

新株予約権の目的となる 
株式の種類 

当社普通株式

新株予約権の目的となる 
株式の数(株) 300,000 

新株予約権の行使時の 
払込金額(円) 

１株当たり  794

新株予約権の行使期間 
平成20年７月15日から
平成24年７月14日まで

新株予約権の行使により 
株式を発行する場合の株式の 
発行価格及び資本組入額(円) 

当社普通株式１株の発行価格
794 

当社普通株式１株の資本組入額
(注４) 

新株予約権の行使の条件 

１  新株予約権者がその有する新株予約権を放棄した場
合には行使できないものとする。 

２  新株予約権者がその有する募集新株予約権を放棄し
た場合には行使できないものとする。 

新株予約権の譲渡に関する 
事項 

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株 
予約権の交付に関する事項 

(注５)

新株予約権の取得条項に 
関する事項 

―

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
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なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通

株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

４  (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従

い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを

切上げるものとする。 

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

５  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

組織再編成における新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合に

つき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の

新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅

し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社

の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約ま

たは株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記３に準じて決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される新株予約権の権利行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上

調整した再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて

得られる金額とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

平成20年７月15日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、平成24年７月14日までとす

る。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上記４に準じて決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

各種新株予約権の譲渡については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 

(8) 新株予約権の取得条項 

新株予約権の取得条項は定めない。 

(9) その他の新株予約権の行使の条件 

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

  

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

  

(6) 【大株主の状況】 

平成22年８月31日現在 

 
(注)  １  Ｊ．フロント リテイリング共栄持株会は当社グループの取引先企業で構成されている持株会であります。 
      ２  上記のほか自己株式が7,354千株あり、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は1.37％であります。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成22年８月31日 ― 536,238 ― 30,000 ― 7,500 

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 32,283 6.02 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 28,906 5.39 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 27,297 5.09 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 14,291 2.66 

Ｊ.フロント リテイリング 
共栄持株会 

東京都中央区八重洲２丁目１－１
ヤンマー東京ビルディング 13,859 2.58 

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１丁目13－１ 11,564 2.15 

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 8,369 1.56 

Ｊ.フロント リテイリング 
従業員持株会 

東京都中央区八重洲２丁目１－１ 7,828 1.46 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（住友信託銀行再
信託分・株式会社三井住友銀行
退職給付信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 6,409 1.19 

住友生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区城見１丁目４－35 6,388 1.19 

計  157,197 29.31 
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

 
(注)  １  「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、20,000株(議決権20個)含まれて 

おります。 

２  単元未満株式数には、当社所有の自己株式525株及び相互保有株式620株がそれぞれ含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

 
  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注)  株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。 

  

  平成22年８月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

 (自己保有株式)
    普通株式 

7,354,000 
― ―

 (相互保有株式)
    普通株式 

729,000 
― ―

完全議決権株式(その他) 
  普通株式

514,747,000 514,747 
―

単元未満株式 
  普通株式

13,408,328 
― ―

発行済株式総数 536,238,328 ― ―

総株主の議決権 ― 514,747 ―

  平成22年８月31日現在

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
Ｊ．フロント リテイリング㈱ 

東京都中央区銀座
六丁目10番１号 7,354,000 ― 7,354,000 1.37 

(相互保有株式) 
㈱白青舎 

東京都千代田区岩本町
一丁目３番９号 729,000 ― 729,000 0.14 

計 ― 8,083,000 ― 8,083,000 1.51 

２ 【株価の推移】

月別 平成22年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

最高(円) 556 607 547 488 439 423 

最低(円) 486 536 449 429 388 375 

３ 【役員の状況】
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第５ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年６月１日から平成21年８月31日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年３月１日から平成21年８月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、

当第２四半期連結会計期間(平成22年６月１日から平成22年８月31日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年３月１日から平成22年８月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成21年６月

１日から平成21年８月31日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年３月１日から平成21年８月31日

まで)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年６月１日から平成22年８月31

日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年３月１日から平成22年８月31日まで)に係る四半期連結

財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

２  監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 31,178 44,103

受取手形及び売掛金 57,419 59,598

有価証券 1,183 776

たな卸資産 ※１  30,886 ※１  35,186

繰延税金資産 14,337 13,295

その他 25,303 26,456

貸倒引当金 △533 △673

流動資産合計 159,775 178,744

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※２  137,571 ※２  135,932

土地 356,316 358,177

建設仮勘定 1,983 2,870

その他（純額） ※２  2,403 ※２  2,591

有形固定資産合計 498,275 499,571

無形固定資産   

その他 19,075 18,951

無形固定資産合計 19,075 18,951

投資その他の資産   

投資有価証券 27,213 28,405

長期貸付金 1,019 992

敷金及び保証金 49,330 51,420

繰延税金資産 7,695 11,215

その他 18,869 18,074

貸倒引当金 △3,068 △2,840

投資その他の資産合計 101,059 107,267

固定資産合計 618,410 625,790

資産合計 778,185 804,534
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 76,210 76,955

短期借入金 43,595 46,324

1年内償還予定の社債 5,000 5,000

未払法人税等 2,427 2,972

前受金 27,321 27,610

商品券 33,204 33,311

賞与引当金 6,430 6,979

役員賞与引当金 － 221

販売促進引当金 333 350

商品券等回収損失引当金 8,664 8,413

事業整理損失引当金 1,451 1,641

その他 48,136 53,328

流動負債合計 252,775 263,109

固定負債   

長期借入金 64,543 74,612

繰延税金負債 95,726 98,331

退職給付引当金 30,712 32,002

役員退職慰労引当金 61 58

負ののれん 4,601 5,761

その他 6,481 7,153

固定負債合計 202,126 217,918

負債合計 454,901 481,028

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,000 30,000

資本剰余金 209,606 209,636

利益剰余金 81,555 81,585

自己株式 △5,945 △5,991

株主資本合計 315,216 315,231

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,061 △676

繰延ヘッジ損益 △39 △60

評価・換算差額等合計 △1,101 △736

新株予約権 115 124

少数株主持分 9,053 8,887

純資産合計 323,283 323,506

負債純資産合計 778,185 804,534
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 479,829 466,612

商品売上高 477,602 463,784

不動産賃貸収入 2,227 2,828

売上原価 362,005 354,187

商品売上原価 361,090 353,088

不動産賃貸原価 915 1,099

売上総利益 117,824 112,425

販売費及び一般管理費 ※１  111,078 ※１  105,069

営業利益 6,745 7,356

営業外収益   

受取利息 113 137

受取配当金 358 321

債務勘定整理益 1,709 1,708

負ののれん償却額 1,163 1,159

持分法による投資利益 89 123

その他 775 377

営業外収益合計 4,210 3,828

営業外費用   

支払利息 752 889

固定資産除却損 106 113

商品券等回収損失引当金繰入額 1,784 1,579

その他 451 384

営業外費用合計 3,094 2,966

経常利益 7,861 8,217

特別利益   

固定資産売却益 5 455

投資有価証券売却益 956 －

その他 98 －

特別利益合計 1,060 455

特別損失   

固定資産処分損 373 1,407

投資有価証券評価損 341 811

事業構造改善費用 － ※２  702

たな卸資産評価損 665 －

減損損失 849 －

事業整理損 1,000 －

その他 669 126

特別損失合計 3,898 3,048

税金等調整前四半期純利益 5,023 5,624

法人税、住民税及び事業税 2,093 1,759

過年度法人税等 1,588 －

法人税等調整額 △2,082 △58

法人税等合計 1,599 1,701

少数株主利益 290 252

四半期純利益 3,133 3,671
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 245,128 239,658

商品売上高 243,984 238,225

不動産賃貸収入 1,143 1,433

売上原価 185,110 182,756

商品売上原価 184,633 182,176

不動産賃貸原価 476 580

売上総利益 60,017 56,901

販売費及び一般管理費 ※  56,127 ※  52,619

営業利益 3,890 4,282

営業外収益   

受取利息 58 71

受取配当金 268 242

債務勘定整理益 992 960

負ののれん償却額 581 579

持分法による投資利益 38 60

その他 533 142

営業外収益合計 2,472 2,057

営業外費用   

支払利息 389 445

固定資産除却損 42 27

商品券等回収損失引当金繰入額 1,016 1,030

その他 202 251

営業外費用合計 1,651 1,754

経常利益 4,711 4,584

特別利益   

固定資産売却益 5 6

投資有価証券売却益 100 －

その他 23 －

特別利益合計 129 6

特別損失   

固定資産処分損 262 796

投資有価証券評価損 339 423

減損損失 804 －

事業整理損 1,000 －

その他 354 320

特別損失合計 2,761 1,540

税金等調整前四半期純利益 2,079 3,050

法人税、住民税及び事業税 551 615

法人税等調整額 3 521

法人税等合計 555 1,137

少数株主利益 132 118

四半期純利益 1,391 1,794
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 5,023 5,624

減価償却費 6,391 6,938

減損損失 849 －

負ののれん償却額 △1,163 △1,159

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13 88

賞与引当金の増減額（△は減少） △981 △770

退職給付引当金の増減額（△は減少） △702 △1,289

販売促進引当金の増減額（△は減少） △4 △17

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 927 △189

商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） 608 250

受取利息及び受取配当金 △472 △458

支払利息 752 889

持分法による投資損益（△は益） △89 △123

固定資産売却損益（△は益） △5 △455

固定資産処分損益（△は益） 373 1,407

投資有価証券売却損益（△は益） △956 －

投資有価証券評価損益（△は益） 341 811

売上債権の増減額（△は増加） 3,257 2,179

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,766 4,299

仕入債務の増減額（△は減少） △4,462 △745

未収入金の増減額（△は増加） 2,010 △300

長期前払費用の増減額（△は増加） △218 △187

その他 △6,920 △6,629

小計 9,339 10,163

利息及び配当金の受取額 476 441

利息の支払額 △723 △886

法人税等の支払額 △2,635 △1,329

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,456 8,387

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △1,232 △883

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 7,558 517

有形及び無形固定資産の取得による支出 △28,211 △8,435

有形及び無形固定資産の売却による収入 17 2,463

短期貸付金の増減額（△は増加） 157 311

長期貸付けによる支出 △24 △81

長期貸付金の回収による収入 47 62

その他 1,609 1,705

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,076 △4,339
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 8,920 △10,206

長期借入れによる収入 13,000 －

長期借入金の返済による支出 △2,048 △2,592

社債の償還による支出 △5,000 －

自己株式の取得による支出 △32 △19

配当金の支払額 △1,842 △3,669

少数株主への配当金の支払額 △83 △94

その他 △7 △56

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,905 △16,638

現金及び現金同等物に係る換算差額 △110 △30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △824 △12,620

現金及び現金同等物の期首残高 32,307 43,515

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  31,482 ※  30,895
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

 
  

【表示方法の変更】 

 
  

【簡便な会計処理】 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年３月１日  至  平成22年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年３月１日  至  平成22年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

項      目
(自  平成22年３月１日  至  平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間

１  連結の範囲に関する

事項の変更 

(1) 連結の範囲の変更 

平成22年３月１日付で、百貨店事業子会社である㈱松坂屋が㈱大丸を吸収合併

し、社名を㈱大丸松坂屋百貨店に変更しております。また同日付で、建装事業子

会社である㈱Ｊ．フロント建装が㈱ＤＨＪを吸収合併しております。 

 (2) 変更後の連結子会社の数    21社 

(自  平成22年３月１日  至  平成22年８月31日) 
当第２四半期連結累計期間

（四半期連結損益計算書関係） 

前第２四半期連結累計期間において特別損失の「その他」に含めておりました「事業構造改善費用」は、特

別損失の総額の100分の20を超えたため、区分掲記しました。なお、前第２四半期連結累計期間において特別損

失の「その他」に含まれる「事業構造改善費用」の金額は300百万円であります。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

第２四半期連結累計期間 

  

 
  

第２四半期連結会計期間 

  

 
  

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年８月31日)

前連結会計年度末 
(平成22年２月28日)

※１  たな卸資産 

          商品及び製品               30,246百万円 

          仕掛品                        315百万円 

          原材料及び貯蔵品              325百万円 

 

※１  たな卸資産 

          商品及び製品               34,364百万円 

          仕掛品                        398百万円 

          原材料及び貯蔵品              423百万円 

※２  有形固定資産の減価償却累計額  226,809百万円 

  ３  偶発債務 

 

 

従業員住宅他融資の保証 55百万円

㈱ＳＤＳ企画(㈱下関大丸の 
子会社) 
リース契約保証 

19百万円

計 75百万円

※２  有形固定資産の減価償却累計額  226,768百万円 

  ３  偶発債務 

 

 

従業員住宅他融資の保証 68百万円

㈱ＳＤＳ企画(㈱下関大丸の 
子会社) 
リース契約保証 

20百万円

計 89百万円

(自  平成21年３月１日 
至  平成21年８月31日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成22年３月１日 
至  平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間

※１  販売費及び一般管理費の主なもの 

販売促進引当金繰入額            349百万円 

貸倒引当金繰入額                271百万円 

役員報酬及び給料手当         27,954百万円 

賞与引当金繰入額              6,791百万円 

役員退職慰労引当金繰入額          7百万円 

  
─── 

※１  販売費及び一般管理費の主なもの 

貸倒引当金繰入額                549百万円 

役員報酬及び給料手当         24,916百万円 

賞与引当金繰入額              6,351百万円 

役員退職慰労引当金繰入額          4百万円 

  

※２  事業構造改善費用の主なものは、㈱大丸と㈱松坂

屋の合併に伴う不動産所有権移転登記費用であり

ます。 

 

(自  平成21年６月１日 
至  平成21年８月31日) 

前第２四半期連結会計期間
(自  平成22年６月１日 
至  平成22年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間

※    販売費及び一般管理費の主なもの 

販売促進引当金繰入額              5百万円 

貸倒引当金繰入額                233百万円 

役員報酬及び給料手当         14,115百万円 

賞与引当金繰入額              3,285百万円 

役員退職慰労引当金繰入額          2百万円 

※    販売費及び一般管理費の主なもの 

貸倒引当金繰入額                361百万円 

役員報酬及び給料手当         12,544百万円 

賞与引当金繰入額              3,137百万円 

役員退職慰労引当金繰入額          2百万円 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(株主資本等関係) 

当第２四半期連結会計期間末(平成22年８月31日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成22年３月１日  

至  平成22年８月31日) 

１  発行済株式に関する事項 

 
  
  
２  自己株式に関する事項 

 
  
３  新株予約権等に関する事項 

 
  

  

４  配当に関する事項 

  (1) 配当金支払額 

 
  

  (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

 
  

５  株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 

(自  平成21年３月１日 
至  平成21年８月31日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成22年３月１日 
至  平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

   

現金及び預金 32,326百万円 

預入期間が３か月超の定期預金 △861百万円 

現金及び現金同等物の範囲に 

含めた有価証券 
16百万円 

現金及び現金同等物 31,482百万円 

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 31,178百万円 

預入期間が３か月超の定期預金 △300百万円 

現金及び現金同等物の範囲に 

含めた有価証券 
17百万円 

現金及び現金同等物 30,895百万円 

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 536,238,328 

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 7,539,447 

会社名 内訳 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第２四半期

連結会計期間末残高 
(百万円)

提出会社 
ストック・オプション
としての新株予約権 

― ― 115 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年４月13日 
取締役会 

普通株式 3,701 7.00 平成22年２月28日 平成22年５月７日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年10月12日 
取締役会 

普通株式 1,851 3.50 平成22年８月31日 平成22年11月22日 利益剰余金
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年６月１日  至  平成21年８月31日) 

  

 
(注) １  事業区分の方法 

日本標準産業分類に基づき小売業、卸売業、その他事業に区分し、更に小売業については、マーチャンダイ

ジング、販売形態等の相違により百貨店業、スーパーマーケット業に区分しました。 

２  各事業区分の主な商品内容 

(1) 百貨店業……………………衣料品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売 

(2) スーパーマーケット業……食料品、衣料雑貨、家庭用品等の販売 

(3) 卸売業………………………食品、化成品・資材等の卸売 

(4) その他事業…………………通信販売業、不動産賃貸業・駐車場業及びリース業、建装工事請負業及び家具

製造販売業、クレジット業等 

  

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年６月１日  至  平成22年８月31日) 

  

 
(注) １  事業区分の方法 

日本標準産業分類に基づき小売業、卸売業、その他事業に区分し、更に小売業については、マーチャンダイ

ジング、販売形態等の相違により百貨店業、スーパーマーケット業に区分しました。 

２  各事業区分の主な商品内容 

(1) 百貨店業……………………衣料品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売 

(2) スーパーマーケット業……食料品、衣料雑貨、家庭用品等の販売 

(3) 卸売業………………………食品、化成品・資材等の卸売 

(4) その他事業…………………通信販売業、不動産賃貸業・駐車場業及びリース業、建装工事請負業及び家具

製造販売業、クレジット業等 

  

 
百貨店業 
(百万円)

スーパーマ
ーケット業
(百万円)

卸売業
(百万円)

その他
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高    

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高 188,609 29,374 14,893 12,250 245,128 ― 245,128 

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高 544 1,291 2,261 7,356 11,453 (11,453) ―

計 189,153 30,666 17,155 19,606 256,581 (11,453) 245,128 

営業利益 2,342 243 784 532 3,903 (13) 3,890 

 
百貨店業 
(百万円)

スーパーマ
ーケット業
(百万円)

卸売業
(百万円)

その他
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高    

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高 185,769 28,425 11,382 14,081 239,658 ― 239,658 

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高 471 1,063 2,165 9,844 13,544 (13,544) ―

計 186,240 29,488 13,547 23,926 253,203 (13,544) 239,658 

営業利益 2,935 170 387 1,185 4,680 (398) 4,282 
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前第２四半期連結累計期間(自  平成21年３月１日  至  平成21年８月31日) 

  

 
(注) １  事業区分の方法 

日本標準産業分類に基づき小売業、卸売業、その他事業に区分し、更に小売業については、マーチャンダイ

ジング、販売形態等の相違により百貨店業、スーパーマーケット業に区分しました。 

２  各事業区分の主な商品内容 

(1) 百貨店業……………………衣料品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売 

(2) スーパーマーケット業……食料品、衣料雑貨、家庭用品等の販売 

(3) 卸売業………………………食品、化成品・資材等の卸売 

(4) その他事業…………………通信販売業、不動産賃貸業・駐車場業及びリース業、建装工事請負業及び家具

製造販売業、クレジット業等 

３  四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間

より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号)を適用しております。この結果、従来の

方法によった場合と比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益は百貨店業で18百万円増加し、スーパ

ーマーケット業で39百万円減少し、その他事業で７百万円減少しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年３月１日  至  平成22年８月31日) 

  

 
(注) １  事業区分の方法 

日本標準産業分類に基づき小売業、卸売業、その他事業に区分し、更に小売業については、マーチャンダイ

ジング、販売形態等の相違により百貨店業、スーパーマーケット業に区分しました。 

２  各事業区分の主な商品内容 

(1) 百貨店業……………………衣料品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売 

(2) スーパーマーケット業……食料品、衣料雑貨、家庭用品等の販売 

(3) 卸売業………………………食品、化成品・資材等の卸売 

(4) その他事業…………………通信販売業、不動産賃貸業・駐車場業及びリース業、建装工事請負業及び家具

製造販売業、クレジット業等 

  

 
百貨店業 
(百万円)

スーパーマ
ーケット業
(百万円)

卸売業
(百万円)

その他
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高    

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高 367,533 59,532 29,799 22,965 479,829 ― 479,829 

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高 1,781 2,198 3,157 14,650 21,788 (21,788) ―

計 369,314 61,730 32,956 37,615 501,617 (21,788) 479,829 

営業利益 4,731 469 1,375 946 7,523 (777) 6,745 

 
百貨店業 
(百万円)

スーパーマ
ーケット業
(百万円)

卸売業
(百万円)

その他
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高    

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高 361,592 57,597 22,586 24,835 466,612 ― 466,612 

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高 1,782 1,977 3,065 19,280 26,105 (26,105) ―

計 363,375 59,574 25,652 44,115 492,718 (26,105) 466,612 

営業利益 5,717 470 783 1,911 8,884 (1,528) 7,356 
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【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年６月１日  至  平成21年８月31日)及び当第２四半期連結会

計期間(自  平成22年６月１日  至  平成22年８月31日)並びに前第２四半期連結累計期間(自  平成21

年３月１日  至  平成21年８月31日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成22年３月１日  至  平成

22年８月31日) 

全セグメント売上高の合計に占める「本邦」の割合が９０％を超えているため、記載を省略いたしま

した。 

  

【海外売上高】 

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年６月１日  至  平成21年８月31日)及び当第２四半期連結会

計期間(自  平成22年６月１日  至  平成22年８月31日)並びに前第２四半期連結累計期間(自  平成21

年３月１日  至  平成21年８月31日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成22年３月１日  至  平成

22年８月31日) 

海外売上高が連結売上高の１０％未満であるため、記載を省略いたしました。 

  

(１株当たり情報) 

１  １株当たり純資産額 
  

   

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年８月31日)

前連結会計年度末 
(平成22年２月28日)

 
 594.13円

 

594.89円

項目
当第２四半期
連結会計期間末 

(平成22年８月31日)

前連結会計年度末
(平成22年２月28日)

純資産の部の合計額(百万円) 323,283 323,506 

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 9,168 9,012 

（うち新株予約権） (115) (124) 

（うち少数株主持分） (9,053) (8,887) 

普通株式に係る四半期連結会計期間末（連結会計
年度末）の純資産額(百万円) 314,115 314,494 

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期連
結会計期間末（連結会計年度末）の普通株式の数
（千株） 

528,698 528,656 
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２  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 

第２四半期連結累計期間 

   

(注)  １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

 
  

第２四半期連結会計期間 

  

   

(注)  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎 

 
  

(自  平成21年３月１日 
至  平成21年８月31日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成22年３月１日 
至  平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間

１株当たり四半期純利益 5.93円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 5.93円
 

１株当たり四半期純利益 6.94円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 6.94円

項目 (自  平成21年３月１日 
至  平成21年８月31日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成22年３月１日 
至  平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間

１株当たり四半期純利益金額 

  四半期純利益(百万円) 
 

3,133 
 

3,671 

  普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ─

  普通株式に係る四半期純利益(百万円) 3,133 3,671 

  普通株式の期中平均株式数(千株) 528,706 528,688 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 

  四半期純利益調整額(百万円) 
 

― 
 

─ 

  普通株式増加数(千株) 88 89 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要 

― ─

(自  平成21年６月１日 
至  平成21年８月31日) 

前第２四半期連結会計期間
(自  平成22年６月１日 
至  平成22年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間

１株当たり四半期純利益金額 2.63円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 2.63円
 

１株当たり四半期純利益金額 3.39円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 3.39円

項目 (自  平成21年６月１日 
至  平成21年８月31日) 

前第２四半期連結会計期間
(自  平成22年６月１日 
至  平成22年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間

１株当たり四半期純利益金額 

  四半期純利益(百万円) 
 

1,391 
 

1,794 

  普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ─

  普通株式に係る四半期純利益(百万円) 1,391 1,794 

  普通株式の期中平均株式数(千株) 528,694 528,705 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 

  四半期純利益調整額(百万円) 
 

― 
 

─ 

  普通株式増加数(千株) 105 59 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要 

― ─
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(重要な後発事象) 

当第２四半期連結会計期間（自  平成22年６月１日  至  平成22年８月31日） 

  

共通支配下の取引等 

  

１  結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取引の目的を

含む取引の概要 

① 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

・結合企業 

名      称    株式会社大丸友の会 

事業の内容    割賦販売法に基づく前払式特定取引業 

・被結合企業 

名      称    株式会社マツザカヤ友の会 

事業の内容    割賦販売法に基づく前払式特定取引業 

② 企業結合日 

平成22年９月１日 

③ 企業結合の法的形式 

株式会社大丸友の会を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社マツザカヤ友の会は平成22年

９月１日をもって解散いたしました。 

④ 結合後企業の名称 

株式会社大丸松坂屋友の会 

⑤ 取引の目的を含む取引の概要 

規模拡大による財務基盤の安定化を図るとともに、重複業務の解消等による効率的な運営基盤を

構築し、株式会社大丸松坂屋百貨店の友の会組織として、より広範囲、便利で、高質な新しい顧客

サービスを安定して提供する仕組みを通じて固定客戦略上の優位性を築き、百貨店の生き残り、成

長戦略に貢献してまいります。 

なお、当社の完全子会社同士の合併であるため、合併比率の取り決めはなく、合併による新株発

行及び資本金の増加はありません。 

  

２  実施した会計処理の概要 

本合併は、「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 

  

  

平成22年10月12日開催の取締役会において、平成22年８月31日の最終の株主名簿に記録された株主に

対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

  決議年月日        平成22年10月12日 

  配当金の総額           1,851百万円 

  １株当たり配当額            3.50円 

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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平成21年10月15日

Ｊ．フロント リテイリング株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

Ｊ．フロント リテイリング株式会社の平成21年３月１日から平成22年２月28日までの連結会計年度の第２

四半期連結会計期間(平成21年６月１日から平成21年８月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年

３月１日から平成21年８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半

期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、Ｊ．フロント リテイリング株式会社及び

連結子会社の平成21年８月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四

半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人 

指定有限責任社員 
 業務執行社員 

 公認会計士  西 原 健 二 ㊞ 

指定有限責任社員 
 業務執行社員 

 公認会計士  安 田  豊  ㊞ 

指定有限責任社員 
 業務執行社員 

 公認会計士  小 市 裕 之 ㊞ 

指定有限責任社員 
 業務執行社員 

公認会計士  小 林 幸 宏 ㊞ 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成22年10月14日

Ｊ．フロント リテイリング株式会社 

取締役会  御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 西  原  健  二  ㊞ 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 安  田      豊  ㊞ 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 佐々木  健  次  ㊞ 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 小  林  幸  宏  ㊞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい

るＪ．フロント リテイリング株式会社の平成22年３月１日から平成23年２月28日までの連結会計年度

の第２四半期連結会計期間(平成22年６月１日から平成22年８月31日まで)及び第２四半期連結累計期間

(平成22年３月１日から平成22年８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借

対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行

った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者

等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定さ

れた手続により行われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、Ｊ．フロント リテイリング株式

会社及び連結子会社の平成22年８月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期

間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況

を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

  

以  上 

  
（注）１  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年10月14日 

【会社名】 Ｊ．フロント リテイリング株式会社 

【英訳名】 Ｊ．ＦＲＯＮＴ  ＲＥＴＡＩＬＩＮＧ  Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼最高経営責任者    奥  田    務 

【最高財務責任者の役職氏名】 ― 

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座六丁目10番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

   (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社大阪証券取引所 

   (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 

 株式会社名古屋証券取引所 

   (名古屋市中区栄三丁目８番20号) 



当社代表取締役会長兼最高経営責任者  奥田  務は、当社の第４期第２四半期(自  平成22年６月１日  

至  平成22年８月31日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されているこ

とを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】




